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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年6月16日(2011.6.16)

【公開番号】特開2009-54989(P2009-54989A)
【公開日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-010
【出願番号】特願2008-126141(P2008-126141)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/48     (2010.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   8/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   3/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   3/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｎ
   Ｆ２１Ｓ   1/00    　　　Ｄ
   Ｆ２１Ｓ   1/02    　　　Ｇ
   Ｆ２１Ｖ   3/00    ５１０　
   Ｆ２１Ｖ   3/04    ５００　
   Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月22日(2011.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体発光素子と、該半導体発光素子からの光に励起される蛍光体と、該蛍光体を有し
前記半導体発光素子を覆う封止樹脂とを備え、感光性物質が用いられる場所に設置される
発光装置において、
　前記封止樹脂が有する前記蛍光体の量を調整し、該蛍光体により前記半導体発光素子か
ら出射される光の一部を遮断して、前記感光性物質が反応する特定の波長領域の光を抑制
したことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記感光性物質が反応する特定の波長領域は、ｉ線の紫外線領域又はｇ線の青色領域で
あることを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記半導体発光素子は青色ＬＥＤであり、前記蛍光体は黄色蛍光体であることを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記蛍光体の量は、前記発光装置が白色発光する場合に封止樹脂が有する蛍光体の量よ
りも多いことを特徴とする請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記封止樹脂は、赤色蛍光体を有することを特徴とする請求項１から請求項４の何れか
１項に記載の発光装置。
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【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れか１項に記載の発光装置を備えたことを特徴とする照明装
置。
【請求項７】
　請求項１から請求項５の何れか１項に記載の発光装置と、
　前記特定の波長領域の光を遮断する遮断手段とを備えたことを特徴とする照明装置。
【請求項８】
　前記遮断手段は、前記特定の波長領域の光を遮断するフィルタと拡散板とからなること
を特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記遮断手段は、前記フィルタと前記拡散板との間に空気層を有することを特徴とする
請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　請求項６から請求項９の何れか１項に記載の照明装置を備えたことを特徴とするクリー
ンルーム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　つまり、フォトレジスト等の感光性樹脂（感光性物質）は、露光装置から照射される例
えばｉ線（３６５ｎｍ）、ｇ線（４３６ｎｍ）といった特定の波長の光に反応して、アル
カリ可溶性に変化したり、硬化するように設計されているが、露光装置以外の照明装置か
らの光に反応してしまうと、精密な回路形成等ができない。よって、クリーンルーム等の
感光性樹脂を用いる工程が行われる場所では、感光性樹脂が反応する波長をカットして室
内を照明する必要がある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の発光装置は、半導体発光素子と、該半導体発光素子からの光に励起される蛍光
体と、該蛍光体を有し前記半導体発光素子を覆う封止樹脂とを備え、感光性物質が用いら
れる場所に設置される発光装置において、前記封止樹脂が有する前記蛍光体の量を調整し
、該蛍光体により前記半導体発光素子から出射される光の一部を遮断して、前記感光性物
質が反応する特定の波長領域の光を抑制したことを特徴とする。
　本発明によれば、感光性物質が反応する特定の波長成分を抑制するとともに、照度の低
下を抑えた照明が可能である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００９】
　本発明の発光装置は、さらに、前記感光性物質が反応する特定の波長領域は、ｉ線の紫
外線領域又はｇ線の青色領域であることを特徴とする。
　本発明によれば、ｉ線の紫外線領域又はｇ線の青色領域の波長に反応する感光性物質が
感光することを抑制するとともに、照度の低下を抑えた照明が可能である。
　本発明の発光装置は、さらに、前記半導体発光素子は青色ＬＥＤであり、前記蛍光体は
黄色蛍光体であることを特徴とする。
　本発明によれば、感光性物質が感光することを抑制することができ、しかも明るい黄色
（レモン色）の発光が可能である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の発光装置は、さらに、前記蛍光体の量は、前記発光装置が白色発光する場合に
封止樹脂が有する蛍光体の量よりも多いことを特徴とする。
　本発明によれば、蛍光体の量を増やすことにより、感光性物質が反応する特定の波長成
分を十分に抑制するとともに、照度の低下を抑えた照明が可能である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の発光装置は、さらに、前記封止樹脂は、赤色蛍光体を有することを特徴とする
。　
　本発明によれば、より演色性の高い発光を可能とすることができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の照明装置は、上記発光装置の何れかを備えたことを特徴とする。
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　本発明によれば、感光性物質が反応する特定の波長成分を抑制するとともに、照度の低
下を抑えた照明が可能である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の照明装置は、上記発光装置の何れかと、前記特定の波長領域の光を遮断する遮
断手段とを備えたことを特徴とする。
　本発明によれば、感光性物質が反応する特定の波長領域の抑制を可能とした発光装置に
加えて、遮断手段により前記特定の波長領域の光を遮断するので、より確実に特定の波長
成分の光を低減することが可能である。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の照明装置は、さらに、前記遮断手段は、前記特定の波長領域の光を遮断するフ
ィルタと拡散板とからなることを特徴とする。
　本発明によれば、フィルタにて特定の波長成分の光を低減するとともに、拡散板にて光
を散乱させて、光源のグレアを低減することが可能である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の照明装置は、さらに、前記遮断手段は、前記フィルタと前記拡散板との間に空
気層を有することを特徴とする。
　本発明によれば、遮断手段のフィルタにおける光の損失を抑えるとともに、フィルタの
長寿命化を図ることが可能である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明のクリーンルームは、上記照明装置を備えたことを特徴とする。
　本発明によれば、クリーンルーム内で使用する感光性物質が反応するのを抑制するとと
もに、室内で働く人の安全性が確保され、また働く人の精神的なストレスを抑制すること
が可能である。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明によれば、感光性物質が反応する特定の波長成分を抑制するとともに、照度の低
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下を抑えた照明が可能である。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図５のグラフから、色座標Ｘの値が大きくなる（黄色蛍光体量が増える）につれて、青
色発光の波長（約４４０ｎｍ）の光の強度が小さくなり、最も黄色蛍光体量が多い場合（
Ｘ色座標が０．４２９４）に青色発光の強度が最小となる。これは、上述したように、黄
色蛍光体量が増えたことによって、青色ＬＥＤ１２からの光が黄色蛍光体１３に衝突する
確率が高くなり、封止樹脂層１５を透過する青色光が減るからである。また、グラフから
、色座標Ｘの値が約０．４より大きい場合には、特にｇ線（４３６ｎｍ）に感光する感光
性樹脂（感光性物質）が反応しない程度に青色発光の強度が、抑制体としての黄色蛍光体
１３により十分に抑制されていることが分かる。
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